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鴻巣行田北本環境資源組合正副管理者会議 につ いて

このことについて、次の とお り報告 いた します。

鴻巣行 田北本環境資源組合正副管理者会議 に出席 しましたが、その結果は次の と

お り報告するものです。

記

1.日  時  令和元年 5月 24日 (金 ) 午後 3時 57分か ら4時 51分

2,場 所  鴻巣市教育支援セ ンター 会議室

3.出 席者及び会議資料  別紙の とお り

4.会議結果 (次 第に基づき管理者あいさつ後、議長として議事進行を行っていただいた)

議題 (1)正 副管理者会議協議 について

●山崎事務局長よ り会議資料-1に 基づき、令和元年 5月 以降:の 正副管理者体

制について説明を行 う。

●三宮副管理者 :正 副管理者体制 において令和元年 5月 1日 か らとあるが、い

公 印 使 用 裏面 (あ り。なし)



つまでになるか。

【回答】山崎事務局長 :構成市の市長の任期であるため4年 間である。

●石井副管理者 :2年か 1年 かの持ち回りではなかったか。

【回答】山崎事務局長 :現行の組合規約では構成市の長の期間としている。そ

れ以前の内容 については確認 していな い。

→その他質疑等なく、案の とお り、管理者 を鴻巣市長、副管理者 (第 1順位 )

を行田市長、副管理者 (第 2順 位)を 北本市長 とす ることで了承された。

議題 (2)組合概要について

ア 現施設関係

●今井主幹より会議資料-2に 基づき説明を行う。

●三宮副管理者 :参 与 6人 の役割と、現在北本市職員が 1人 のみということに

つ いて経緯 を知 りた い。

【回答】今井主幹 :参与の役割については、組合で共同処理する事務の調査研

究、企画立案及び総合調整に関すること等、組合の円滑な運営を行 うために、

構成市の担当部課長が任命 されている。

【回答】山崎事務局長 :参 与は構成市より2名 ずつ計 6名 であるが、本日の出

席者名簿 にある鴻巣市の大島副参事 については、課長級であるが参与の職で

はな く関係職員 として出席 している。組合職員は 10名 お り、事務局長 1名 、

新施設建設に係る計画建設課 に派遣職員 5名 、小針事務所では総務課及び施

設課 を兼ねてお り、再任用職員 を含めて 4名 という状況である。

●三宮副管理者 :北 本市の派遣職員を増やすことは可能なのか。

●原口管理者 :業務も多忙であるため、北本市へは要望をさせてもらったが、

その際 3月 という時期 もあ り先送 りになった。

イ 新施設建設計画関係

●黒澤計画建設課長より会議資料-3に 基づき説明を行う。

●三宮副管理者 :本 体工事について、進捗状況及び今後の予定を知りたい。

【回答】肥後副参事 :本体工事については事業者選定委員会にて進めている。

【回答】山崎事務局長 :今年度は、第 3回事業者選定委員会を7月 に、第 4回

を 9月 、第 5回 を 11月 に実施 し、今年度の 3月 には入札公告を行 う予定で



ある。

●三宮副管理者 :事 業者選定委員会の会議の内容につ いて、例えば最終 的な入

札 となれ ば正副及 び参与 は承知で き るのか。

【回答】山崎事務局長 :事業者選定委員会については入札に影響を及ぼすこと

もあるた め、一定水 準が確定す る まで は公 開 しな い。 なお 、事 務処 理 と して

参与及び正副の決裁 を経て入札 となる。

●石井副管理者 :内 容が決定 してか ら我々に諮るのか。それでは遅 いのでは。

【回答】山崎事務局長 :事業者選定委員会は管理者からの諮問に基づくもので

あ り、その答 申を頂 いた際 に決裁 をいただ くことになる。

→ そ の他 質疑 等 な く了承 された。

議題 (3)そ の他

●今井主幹 :会議資料 -4に 基づ き、今年度会議等予定 について説明を行 う。

→質疑等な く了承された。

●石井副管理者 :3市 とも財政的に厳しい。すべてが決まってから構成市に、

というのでは困る.温浴施設の金額や土地、機種す らどんな形か もわか らな

い。全体像を金額ベースできちん と示 してか ら事業を進めるべきではな いか。

例えば 7月 末 くらいまでには示 してほ しい。ただ進めるだけでな く一時的に

は立ち止 まってもいいと思 う。全部出 して くれればもう少 し検討材料になる。

土地、土盛 り、橋、道路、更 に機種 に至 るまで考えて いるな ら金額ベースで

全体像を明 らかにしてほしい。それで この事業を進めていいのかどうか、と

いう形をぜひやって もらいたい。

私が選挙で も言わせて もらったが、今後 どれだけ費用が掛かるかを十分考

慮 しなけれ ばいけな い、という意味 にお いて、道路整備や水路整備が完了 し、

地盤改良や造成工事が不必要な土地が小針 にある。 こういう土地 を第一 に考

えて検討 して もらいたい。 3市 の真ん中という考えではな く、やは り費用 と

いうことを十分考えな くてはいけない。 こういうことを第一優先 に考えても

で き るの ではな いか 。第 一優先 に検 討 して も らいた い。

まず一時的には事業を止めて、 7月 までに全体像を明らかにしてほしい。

土地について もどうだろう、と言つているので、そういうものも含めて一度



検 討 し直 して ほ しい、 と思 うので提案 させ て もらう。

【回答】山崎事務局長 :1点 目については、 3市 による基本合意に基づき、各

計画書等 を作成 し進 めている。事業の進捗 に合わせ公表 もしている。機種に

ついては、現在、 1つ に限定 して いるのではな く 3つ の方式の中で、選定委

員会で検討 されてお り、入札の準備 を進めて いるのが現段階である。金額等

につ いて も、事業 が進 む 中で把握 で き る ものできな い ものが ある。 3市 の合

意 に基づきそ の中でスケジュール を立て ここまで進めてきてお り、その都度

公表できるものは公表 をしている。

2点 目の、行田の土地の有効活用 ということについては、組合側 としては、

3市合意の中での業務の権能 しかないため、コメン トはできない。

●石井副管理者 :積 み上げ方式では全然見えない。これではいくらかかるかも

わからない。

●原口管理者 :積み上げ方式ではない。

●石井副管理者 :い ずれにせよ、一つ一つが決まらず全体像が見える前から、

何々が増えました、というのは積み上げ的要素だ。財政的に厳しい。こうい

う様な物で、 これだけ掛かる、 という形で市民に説明できなければ困る。メ

リッ トはあると言 うが、全体像が見えなけれ ば判断できな い。判断 させ るた

めには全体像 を示すべきと思 う。 3市 の合意 との ことだが、組合の議会の中

で決めたのはそ うではない。組合議会で決めたのはあくまで も 3市 でやって

いこうということを決めただけだ。だか ら検討材料 として入れて もいいので

は、 という意味だ。

【回答】山崎事務局長 :住 民に説明して理解を得られることは一番であると、

我々も考えている。今後 について も、正副管理者 に事業の進捗の都度相談を

重ねなが ら、適切な時期 に公表できるように努めていきた い。

●原口管理者 :用 地の関係だが、 3市 の合意は組合では決まっていない。 3市

の合意があ り協定 を結び、それぞれの議会で諮って、 この組合議会ができあ

がった。鴻巣市 に選定 をす る ということは 3市で決めた ことだ。そ の点は、

勘違 いをしな いでいただきたい。

●石井副管理者 :組合議会でどう決まったかを見せてほしい。私は広域が反対

ではない。全体像があって初 めてできる ことだ。先ほ ど管理者が言 うように、



議会 の 中で決 め られ て いな い。協 定 書 とい う形 では あ るか も しれ な いが、最

終 結論 はみ んな議会 で決 め る ことだ。そ うす る とこういった こと も考 えの 中

に 入 れ て も い い と考 え る。

●原 口管理者 :議会に諮 る時 にそれぞれ の合意、あるいは協定 を、それぞれの

議会で認識、確認 いただいいる。鴻 巣市に造 る という合意、協定 につ いて、

それぞれの議会が納得 した上で組合議会が設立 しているので、そのあた りは

了解 いただかないと前に進 まな くなって しまう。

●石井副管理者 :議 会の中では鴻巣と行田と北本の 3市 でやろうということは

議決 したが、それ以上のことは決めて いない。だか ら、 こういうこともぜひ

検 討 して いた だきた い と言 って いる。

●原口管理者 :石 井氏の方からいろいろご意見があり、正副管理者会議の中で

議論するの も重要だ とは思 うが、石井氏の考 え方は分かったが、それぞれの

議会が承認をしているわけであ り、議会の皆 さんとも諸手続きいただかない

と前に進 まない。私 どもは組合を設立 して、鴻巣市に建設す るということを、

5年 もかけてやって いる。 この話 につ いては、組合 としてはのめない話であ

る。そ ち らの方につ いては、行 田市 に帰って検討 して いただけれ ば と思 う。

●石井副管理者 :鴻巣市に、というが、議会の中で決めたことには、鴻巣市に、

とは書 いていない。 こういうことを考 えた ら、よ り安 く一番 どこが適切か と

いうことを考 える必要がある。いくら 3市 で も高かつた ら、やは り困る。

●原口管理者 :こ れについては、石井氏のご意見を事務方、参与会議等に出さ

せて もらいた い。今計画に基づき進んでお り、組合は今後 も 3市 で建設 をし

ていく、場所、用地 については、鴻巣市の郷地安養寺地区に決定をして いる

ので 、そ の方 向で準備 を し、計画 を して いる。今後 事 務方 等 の会議 で進 め ら

れればと思う。

●石井副管理者 :せ っかくの広域である、より安く財政負担が少ない形でやる

のが広域だと思う。にもかかわらず決まっているからという形だけで、そう

いうようにす るのではな く、そ ういうことを明 らか にし、よ り財政負担が少

ない形をいつでも考えられる余地を絶えず残してほしい。それなくしてもう

決 まったのではな く、やは り財政負担 をどう減 らし、 3市 にとって どれが一

番 メ リッ トがあるか、 という考 え方 をいつで も変え られるような形であるべ



きだ。決 まったんだ か ら、 とい うだ けで は 困 る。財 政 負担 を減 らす姿勢 が大

事 だ と思 うので提案 させ て いただ く。

●原 口管理者 :も ちろん財政負担が少ないようにする ことは基本方針である。

それを しっか り皆 さんで意見交換 をしなが ら、 どんな施設がいいのか、 どう

いうふ うに地元の理解 をいただ くのが いいのか、それ をしっか り進めなが ら、

組合 としては建設 に向けて進んで行きたいと思っている。意見は一致 してい

る

●石井副管理者 :で あれば、なお さら総額で示 してほ しい。全体像が見えなけ

れば判断できない。

●原口管理者 :ま だどういう施設かが決定していない。これからである。あと

は事務方 において、概ねの金額は示 してある。そ ういう所 も、検討 していた

だければと思 う。

→その他質疑等な し。
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